
第５号議案 

県立高等学校の授業料等の減免及び徴収の猶予に関する 

規則の一部改正について 

県立高等学校の授業料等の減免及び徴収の猶予に関する規則の一部改正につ

いて，次のとおり提案します。 

令和元年９月 13日 

広島県教育委員会教育長  平 川 理 恵 

１ 提案要旨 

  県立高等学校の入学料の免除を実施するため，関係規則の一部を改正する。 

２ 一部を改正する規則案 

  入学料の免除に関する規定を追加する。 

３ 施行期日 

 公布の日。ただし，入学料の免除については，令和２年度以降に入学する者

から適用する。 

４ 根拠規定等 

  別紙のとおり 





広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

県 立 高 等 学 校 の 授 業 料 等 の 減 免 及 び 徴 収 の 猶 予 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次

の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 九 月 日

広 島 県 教 育 委 員 会

教 育 長 平 川 理 恵

県 立 高 等 学 校 の 授 業 料 等 の 減 免 及 び 徴 収 の 猶 予 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則

県 立 高 等 学 校 の 授 業 料 等 の 減 免 及 び 徴 収 の 猶 予 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 広 島 県 教 育

委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に

改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

県 立 高 等 学 校 の 授 業 料 等 の 減 免 及

び 徴 収 の 猶 予 並 び に 入 学 料 の 免 除

に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 、 県 立 学 校 の 授

業 料 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 条 例 第 六

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 四 条 の 規 定 に

よ る 県 立 の 高 等 学 校 の 授 業 料 及 び 受 講 料 （ 以

下 「 授 業 料 等 」 と い う 。 ） の 減 免 及 び 徴 収 猶

予 並 び に 入 学 料 の 免 除 に つ い て 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。

（ 授 業 料 等 の 減 免 ）

第 二 条 授 業 料 等 の 減 免 を 受 け る こ と の で き る

者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す

る 。
一 ― 六 （ 略 ）

（ 徴 収 猶 予 ）

第 四 条 （ 略 ）

一 第 二 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 準

ず る 者

二 ・ 三 （ 略 ）

２ （ 略 ）

（ 入 学 料 の 免 除 ）

第 四 条 の 二 入 学 料 の 免 除 を 受 け る こ と の で き

る 者 は 、 保 護 者 が 地 方 税 法 に 基 づ く 個 人 の 市

町 村 民 税 の 非 課 税 で あ る 者 と す る 。

県 立 高 等 学 校 の 授 業 料 等 の 減 免 及

び 徴 収 の 猶 予 に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 、 県 立 学 校 の 授

業 料 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 条 例 第 六

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 四 条 の 規 定 に

よ る 県 立 の 高 等 学 校 の 授 業 料 及 び 受 講 料 （ 以

下 「 授 業 料 等 」 と い う 。 ） の 減 免 及 び 徴 収 猶

予 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 減 免 ）

第 二 条 授 業 料 等 の 減 免 を 受 け る こ と の で き る

者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ

つ て 、 学 費 の 支 弁 が 困 難 で あ り 、 か つ 、 教 育

上 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と す る 。

一 ― 六 （ 略 ）

（ 徴 収 猶 予 ）

第 四 条 （ 略 ）

一 第 二 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 準

ず る 者 で あ つ て 、 学 費 の 支 弁 が 困 難 で あ り 、

か つ 教 育 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も

の
二 ・ 三 （ 略 ）

２ （ 略 ）
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（ 申 請 ）

第 五 条 授 業 料 等 の 減 免 又 は 徴 収 猶 予 （ 以 下 「

減 免 等 」 と い う 。 ） を 受 け よ う と す る 者 （ 第

四 条 第 一 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 該 当 す る 者 を

除 く 。 ） は 、 保 護 者 と 連 署 し た 「 授 業 料 等 減

免 徴 収 猶 予 （ 期 間 延 長 ） 申 請 書 」 （ 以 下 「 減

免 等 申 請 書 」 と い う 。 ） に 、 第 二 条 に 該 当 す

る 者 又 は 第 四 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る 者 で

あ る こ と を 証 明 す る 書 類 を 添 え 、 申 請 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 二 条 の 二 の 規 定 に

よ り 授 業 料 を 免 除 す る 場 合 に は 、 こ の 限 り で

な い 。

２ 入 学 料 の 免 除 を 受 け よ う と す る 者 は 、 保 護

者 と 連 署 し た 「 入 学 料 免 除 申 請 書 」 に 、 前 条

に 該 当 す る 者 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 を 添

え 、 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

（ 決 定 ）

第 六 条 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 に 基 づ き 、 授 業

料 等 の 減 免 等 又 は 入 学 料 の 免 除 を 決 定 し た と

き は 、 必 要 な 事 項 を 本 人 に 通 知 す る 。

（ 取 消 し ）

第 七 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き 、 授 業

料 等 の 減 免 等 の 事 由 が 消 滅 し た と 判 明 し た と

き 、 又 は 虚 偽 の 申 請 に 基 づ き 、 授 業 料 等 の 減

免 等 若 し く は 入 学 料 の 免 除 を 受 け た も の で あ

る と 判 明 し た と き は 、 そ の 減 免 等 又 は 免 除 の

処 分 を 取 り 消 す も の と す る 。

（ 雑 則 ）

第 九 条 こ の 教 育 委 員 会 規 則 に 定 め る も の の ほ

か 、 授 業 料 等 の 減 免 等 及 び 入 学 料 の 免 除 に 関

し て 必 要 な 事 項 は 、 教 育 長 が 定 め る 。

（ 申 請 ）

第 五 条 授 業 料 等 の 減 免 又 は 徴 収 猶 予 （ 以 下 「

減 免 等 」 と い う 。 ） を 受 け よ う と す る 者 （ 前

条 第 一 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 該 当 す る 者 を 除

く 。 ） は 、 保 護 者 と 連 署 し た 「 授 業 料 等 減 免

徴 収 猶 予 （ 期 間 延 長 ） 申 請 書 」 （ 以 下 「 減 免

等 申 請 書 」 と い う 。 ） に 、 第 二 条 に 該 当 す る

者 又 は 前 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る 者 で あ る

こ と を 証 明 す る 書 類 を 添 え 、 申 請 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 第 二 条 の 二 の 規 定 に よ り

授 業 料 を 免 除 す る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 決 定 ）

第 六 条 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 に 基 づ き 、 授 業

料 等 の 減 免 等 を 決 定 し た と き は 、 必 要 な 事 項

を 本 人 に 通 知 す る 。

（ 減 免 等 の 取 消 し ）

第 七 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き 、 又 は

減 免 等 の 事 由 が 消 滅 し た と 判 明 、 若 し く は 虚

偽 の 申 請 に 基 づ き 、 減 免 等 を 受 け た も の で あ

る と 判 明 し た と き は 、 そ の 減 免 等 の 処 分 を 取

り 消 す も の と す る 。

（ 雑 則 ）

第 九 条 こ の 教 育 委 員 会 規 則 に 定 め る も の の ほ

か 、 授 業 料 等 の 減 免 等 に 関 し て 必 要 な 事 項

は 、 教 育 長 が 定 め る 。

附 則

こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 教 育 委 員 会 規 則 に よ る 改 正 後 の 県 立

高 等 学 校 の 授 業 料 等 の 減 免 及 び 徴 収 の 猶 予 並 び に 入 学 料 の 免 除 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ る

入 学 料 の 免 除 に つ い て は 、 令 和 二 年 度 以 降 に 高 等 学 校 に 入 学 す る 者 か ら 適 用 す る 。
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○県立学校の授業料等に関する条例

昭和三十一年三月二十六日条例第六号 

第二条 県立学校においては、別表の定めるところにより、生徒等から同表に定める額の授業料等

を徴収する。 

（徴収の時期及び方法） 

第三条 授業料等の徴収の時期は、次の各号に定めるとおりとする。 

三 入学料 入学手続の際、徴収する。 

（入学者選抜料、入学料、授業料、聴講料及び受講料の減免及び徴収猶予） 

第四条 知事は、やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者及び教育上特に必要と

認める者に対しては、入学者選抜料、入学料、授業料、聴講料又は受講料を減免し、又はその徴

収を猶予することができる。 

別表（第二条関係） 

学校 授業料等の種類 単位及び金額 徴収対象 

高等学校 
入学料 全日制の課程 五、六五〇 入学する者 

定時制の課程 二、一〇〇  

専攻科 五、六五〇
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